
 

 

 

 

 

 

 

  

文部科学省は、10月 31日、

令和 5年度のいじめ・不登校数

等を公表しました。不登校児童生

徒については、小学校 130,370

人、中学校 216,112人、総計

346,482人で、暴力行為、いじ

め認知件数同様、過去最多となっ

たことを明らかにした。 

 文科省は、「学校に登校する」と

いう結果のみを目標としないこ

と。「COCOLOプラン」等によ

り、多様な学習の場を整備するこ

とを進めています。 

 学校では、誰でも安心して学べ

る魅力ある学校づくりに取り組むために、①ITCを一層活用しながら、授業改善を行うこと。②人間

関係に資する活動を十分な時間をかけて丁寧に行うこと。③学校風土の改善に取り組むことなどを提

唱しています。具体的には、各学校に別室を整備し指導員を配置したり、教育支援施設・フリースクー

ル等を学習の場として活用したり、カウンセラーやソーシャルワーカーによる本人・保護者支援との連

携を促進したりして、快適で温かみのある学校づ

くりを推進しています。 

不登校の解決の目標は、児童生徒の将来的な社

会的自立に向けて支援することで、不登校は「進

路の問題」としてとらえ、本人の進路形成に資する

ような指導・相談や学習支援・情報提供等の対応

を行う必要があると示しています。 

ただ、文科省は、フリースクールの例を参考に

学びの多様化を進めていますが、学校は学びの多

様化に対応するために多くの労力を払い疲弊して

いないでしょうか。・・・ （私見です） 

 何れにしても、一人一人が、月曜日の朝、「学校に

来てよかった」。帰る時、「楽しかった。明日も来た

いな」と思える学校にしたいですね。（文責・小林） 

引用・参考：「不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え

方」文部科学省 2023.11.17 / 「COCOLOプラン」 他 

１月のクオレ開設日 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ ４ 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１  

＊黒字が開設日です。通室生徒は９時～16時。 

＊赤字以外は電話・来室相談可能日 

（相談受付時刻：午前 10時～12時、午後 1時～3時） 

＊電話相談では、自分の名前や子どもの学校名を名乗る

必要はありません。秘密は守ります。 

教育相談室だより                  南陽市教育相談室 
                                           〒９９９－２２４４ 南陽市島貫５１３ 

   令和６年度                                           ０２３８－４３－６９１９            

12月号                          令和６年 12月 15日 
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普通教育機会確保法とは 

普通教育機会確保法は、教育基本法第 3条をもとに、不登校などで十分な義務教育を受けられない子ども

たちに教育機会を確保するための法律です。正式には『義務教育の段階における普通教育に相当する機会の

確保等に関する法律』で、2016年に成立し、2017年に施行されました。 

⚫ 国や自治体が不登校の児童生徒を支援する（不登校は問題行動でないー社会的自立支援） 

⚫ 登校のみを目標とせず、休養の必要性を認め、学校内外での多様な学習を支援する方針を掲げる 

（学校内外に教育支援センター〈別室・公立の相談室等〉・一人一人に合った支援・民間との連携） 

⚫ 不登校の子どもに対する教育内容に関する事項や、夜間そのほか特別な時間において授業をおこなう学校

における就学の機会の提供（柔軟な教育課程・夜間中学を設置・多様な学び学校） 

現在の不登校支援・指導・対応は、この法律に基づいて行われています。最大の特徴は、不登校児童生徒の

数を減らすというものから、学びに接続する子を増やすというものに変えたことです。（過去最高を続けていること

から、減らすことは不可能で諦めたということかな？）居場所づくりの要素を前面に出し、民間フリースクールなど

の例を参考にしながら、民間のノウハウを生かして校内別室で教育の機会を確保するというものです。 

このようなことは、学校だけを公教育の場とするのではなく、フリースクールやホームエデュケーションなど、多

様な学びの場を公的に認めていくことを考えているかのようにもみえます。 

学校教育相談の研究者の中には、オンラインやフリー

スクールでの学びについて、「人間関係の広がりが生ま

れなくなる」と問題点を指摘し、「他者との関係を築き社

会性を育むには、集団生活の中で互いに助け合い、とき

には我慢をする経験が欠かせない」と訴えています。 

また、不登校・いじめ・暴力行為が過去最高を続けて

いる中、「教育関係者と校長がいつまでも前例踏襲を

続けていては、学校は変わりません。教委や校長が動け

ば教職員も動き、本人や保護者は学校（教職員）とつな

がる」と提起しています。 ・・・（教育改革の必要性を言

っていますが、改革には抵抗や批判がつきものです。そ

れを跳ね返す力は、今はどこに？）・・・ 引用：「 」教育新聞  

参考：普通教育機会確保法 2016  ：不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）2019 

 

【普通教育機会確保法 関連部分抜粋】 

法第３条第４号 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年  

齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、そ  

の者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持 

向上が図られるようにすること。  

法第１０条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う  

学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

法第１１条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行 

う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

法第１３条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々

の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不

登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。 


